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日米安全保障条約改定から今年で６０年を迎え

た。しかし昨年６月２６日にトランプ米大統領が

FOX ビジネステレビのインタビューで述べた日米

同盟に関する発言は波紋を広げるものであった。こ

のなかで同大統領は、「日本が攻撃されれば米国は

第三次世界大戦を戦う。私たちはいかなる犠牲を

払ってでも日本を守る。だが、米国が攻撃されても

日本はそれをソニー製のテレビで見ていればいい

のだ」と述べ、日米同盟に対する不満を公然とぶち

まけた１。 

トランプ大統領が示した不満のように、アメリカ

が日米安保条約にもとづく日本防衛義務を負うの

に対し、日本はアメリカ防衛義務を負わないことに

ついて、「日米同盟は片務的だ」といわれることが

ある。これに対し、「日米同盟は相互的だ」ともい

われる。あるいは日米同盟は「非対称的だ」とか「対

等ではない（不平等である）」とかいわれることも

ある。 

そこで、本稿では日米同盟をめぐる「相互性」「双

務性」「対称性」「対等性」といった概念を区別しつ

つ整理し、加えて「実効性」との関連を考えること

で、同盟管理について考える一助としてみたい。 

 

 

 日米同盟について考えるうえで出発点となる概

念は、「相互性」であると考えられる。日米同盟研

究の第一人者である外交史家の坂元一哉は、この相

互性という概念について、「互いのためになる」と

いう意味だと説明している２。 

 実は１９５１年に結ばれた旧安保条約は、「互い

のためになる」という意味での相互的な取り決めで

はなかった。日本は武装を解除されているので、平

和条約の効力発生時に固有の自衛権を行使する有

効な手段を持たない。しかし、無責任な軍国主義（ソ

連共産主義のこと）がまだ世界から駆逐されていな

いので、武装を解除されている日本には危険がある。

よって、日本はアメリカとの安保条約を「希望」す

る。そしてこのような日本側の「希望」にもとづき、

日本はアメリカが日本に軍隊を配備することを許

与する。アメリカはこの軍隊を、日本の安全に寄与

するために使用することが「できる」（が義務はな

い）。日本が米軍に日本にいてほしいと希望するの

で、米軍は日本にいてあげるが、必ず日本を守ると

までは約束できない。これが旧安保条約を形作る基

本的な論理であった。 

このように旧安保条約は、日米の「互いのために

なる」ものであることを認めず、「日本だけのため

になる」もの、つまり「相互性」がない取り決めと

なった。そして相互性を欠いていることの当然の帰

結として、「双務性」、すなわち日本の基地提供に対

するアメリカの日本防衛義務が条約上明記されな

かった。日本が日本のために米軍に日本にいてほし

いだけなのだから、日本による米軍への基地提供は

義務ではない。よってアメリカも、日本に対し防衛

義務を負う必要はないとされたのだった。 

しかし日本側から見れば、安保条約に相互性を認

めないとするアメリカ側の言い分は納得できるも

のではなかった。客観的に見て、日本の基地がアメ
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リカの冷戦戦略に役立つものであること、特に朝鮮

戦争遂行中の米軍にとって日本の基地の使用が作

戦上不可欠であることは明白だったからである。 

そればかりか、在日米軍は、安保条約の防衛区域

（条約区域）である「日本」のみならず、「極東」

の平和と安全の維持に寄与するために使用するこ

とができるとされた。この場合の極東は、条約区域

に対して「使用区域」といわれるが、条約区域以外

に使用区域などというものを定めた同盟条約は日

米安保のほかにない３。そもそもなぜ日本が、自国

の安全への影響が不確かなまま自国内の基地の使

用を米軍に対して認めるのか、法理論的な根拠も今

一つはっきりしなかった４。旧安保条約締結交渉に

外務省条約局長として携わった西村熊雄にいたっ

ては、「『極東条項』に関連する諸問題〔中略〕につ

いてじゅうぶん考慮をめぐらさないで簡単に〔吉田

茂〕総理に OKしかるべしと意見申しあげた。これ

らについては、今日にいたるまで事務当局として責

務の遂行に不十分なところがあり汗顔の至りであ

る」とまで言っていた５。 

安保条約は、日本のためだけのものではなく、ア

メリカのためにもなる。安保条約は本当は相互的な

ものなのだ。にもかかわらず条約上双務性が認めら

れていないのは、日米間の「対等性」を欠くもので

ある。旧安保条約に対する日本側の不満は、このよ

うに整理できるであろう。また極東有事における在

日米軍の行動に対し日本側に発言権がないことも、

こうした不満を増幅させることになった。当時の日

本人は、日本はアメリカに一方的に基地を使われる

二等国ではない、日本はいつまでも敗戦国ではない

のだ、と言いたかったのだ。 

そもそもこの問題をめぐる日米間のボタンのか

けちがいは、旧安保条約締結交渉において、本来「双

務性」の次元で処理すべき問題を、「相互性」の問

題とすり替えたことにあったのではないだろうか。

憲法上のしばりがあり、軍備を持たない日本がアメ

リカ防衛義務を負えるはずはなく、そのような制約

のなかで、相互性を前提にしながら、どのように日

米間で双務性を確保するかという問題に取り組む

代わりに、そもそも相互性がないので双務的でなく

てよいという処理の仕方をしてしまったところに

最大の問題があったといえよう。 

 

 

 

１９６０年に改定された新安保条約の最大の意

義は、安保条約への不満が日本の中立化につながる

ことを恐れるマッカーサー二世駐日米大使の献策

もあって、条約の相互性を認め、またそれにともな

い双務性について調整することで、日米間の対等性

を確保したことである（ここでの「対等性」は条約

上の対等性のことであり、実際の日米の国力や軍事

力（防衛力）の差とは別問題であることは言うまで

もない）。 

新安保条約では、日米両国が、極東の平和と安全

の維持に共通の関心を有するとした。つまり相互性

を認めたのである。そして相互性が認められる以上、

そこで日米が負うべき義務は当然ながら双務的で

なければならない。そこで、日本の基地提供「義務」

に対し、アメリカの日本防衛義務が条約上明記され

ることになった。 

ただ、このようないわゆる「物と人との協力」だ

けで双務性が得られたわけではなく、アメリカ国内

への配慮もあって相互防衛条約（互いに防衛義務を

双務的に負うの意）の体裁を最低限とるために、日

本は在日米軍を個別的自衛権で守るとされた。 

一方、極東条項に対しては「事前協議制度」が導

入され、極東有事における在日米軍の行動に日本が

一定の発言権を持つことが認められた（ただし米海

軍の核搭載艦船の日本への一時寄港や、朝鮮有事に

おける在日米軍による直接戦闘作戦行動について

は、事前協議の例外とする「密約」があった）。 

このように相互性を前提に、「物と人との協力」

を軸にパッケージ化された日米双方の義務がイ

コールの価値を持つと政治決定し、日米間の対等性

を確保したことに、１９６０年安保改定の歴史的意

義があったといえる。 

 ただし、そこでの「双務性」の内容は「物と人と

「相互性」の承認と「双務性」の調整による「対

等性」の確保  
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の協力」という「非対称的」なものであった。した

がってこのなかから「防衛義務」だけを取り出せば、

トランプ大統領が示唆するように安保条約はアメ

リカが過大な義務を負う「片務的」なものだという

ことになる。しかし非対称的な双務性が悪いわけで

はない。むしろ同盟間でまったく同じものを交換す

るよりもそれぞれが必要とする別のものを交換す

ることの方が双方にとって効用が高いという場合

もあるはずである。アメリカにとって、弱小な自衛

隊がアメリカを守ることよりも、米軍が日本の基地

を使用できることにより大きな価値を見出したと

いえるし、逆に自衛隊がアメリカ国内の基地を使用

する必要性もなかった。 

 

 

 ここまでで述べたように、たしかに安保改定に

よって日米間の対等性は確保されたといえる。しか

しこの「対等性」は必ずしも固定的なものではない。

というのも、対等性という概念は、相互性や、それ

にもとづく（非対称的な）双務性に立脚している。

しかし相互性や双務性は、時代とともに変わりゆく

概念でもある。 

 たとえば極東条項は、安保改定当時は日本のため

というよりもアメリカの冷戦戦略のためのものと

実際にはとらえられがちであり、特に日本が意図し

ない極東におけるアメリカの戦争に日本が「巻き込

まれる」ことを恐れる野党や世論においてはその傾

向は強かった。だからこそ安保改定を通じ極東有事

における在日米軍の行動にしばりをかける仕組み

を取り入れることが重視されたわけである。 

ところが９０年代以降、北朝鮮の核開発やミサイ

ル発射などを踏まえ、極東有事における在日米軍の

行動が日本がしばりをかける対象というよりも、む

しろ日米の「互いのためになる」ものであるという

認識が強くなった。日米の「相互性」の対象が広が

れば、それにともない「双務性」の在り方を見直す

ことは避けられなくなる。また冷戦終結は、日本に

よる西側への貢献が米軍への基地提供で足りた時

代の終わりを意味していた。その結果、１９９７年

の「日米防衛協力のための指針」（ガイドライン）

改定、１９９９年の周辺事態法制定、そして２０１

５年の平和安全法制制定などを通じ、双務性の内容

が限定的ながら「人と人との協力」を加味するもの

へと変化することとなったといえる。 

 そもそも１９６０年の双務性をめぐるパッケー

ジ合意は、その時点での日本の国力や防衛力水準を

前提にしていたことは疑いない。日本を取り巻く安

全保障環境の変化や、日本の国力向上と防衛力整備

の進展などにともない、相互性の対象や双務性の内

容について手直しが重ねられてきたわけであり、そ

うした作業はこれからも必要になっていくであろ

う。 

 

 

 ここで考えなければならないのは、日米間の「対

等性」を確保すること自体は安保条約の目的ではな

いということである。日米安保条約の目的は、日本

と極東の平和と安全を守ることであり、その目的に

対し日米同盟の在り方がどれだけ実効的かという

「実効性」が問われなければならない。 

日米安保体制の創業者たちが対等性の問題に十

分注意を払わなかったのは、彼らにとっては何より

も安保条約の実効性が重要だったからだと考えら

れる。たしかに条約上アメリカの日本防衛義務が明

記されようがされまいが、現実に強大な米軍が日本

に駐留する以上、安保条約は潜在的な侵略国に対す

る抑止力として実効的に機能するであろう。 

 しかし、そうであっても、条約が「対等ではない」

という不満は、マッカーサー大使が懸念したように

やがてその「実効性」をも浸食していくことになる

であろう。したがって日米両国が納得できる「対等

性」を常に確保できるよう注意を払うことは、安保

条約の「実効性」を維持していくうえでも不可欠で

ある。 

問題となるのは、同盟の「実効性」を高めるため

に、「対等性」を犠牲にしなければならないような

「相互性」「双務性」「対等性」の変化  

 「対等性」と「実効性」 
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局面である。たとえば米韓同盟の場合、韓国軍の有

事作戦統制権はアメリカ人である米韓連合軍司令

官が保持している。ここからは米韓同盟が「対等で

はない」ようにも映るが、一方でこれは北朝鮮の現

実の脅威の前で同盟の「実効性」を確保しておく措

置でもある（韓国軍の有事作戦統制権は本来２０１

２年４月１７日に韓国側に返還予定であったが６、

北朝鮮の脅威にそなえて返還期日は２０１５年１

２月１日に延期され、さらに２０１４年１０月２３

日の米韓安全保障協議会議（SCM）における合意

で２０２０年代半ばにまで再延期されることに

なった）。 

日米同盟の場合、連合（軍）司令部は存在せず、

アメリカ側と日本側それぞれが指揮権を持つ「並

列」（parallel）型の体制がとられている。しかしア

メリカでは同盟国とのあいだで指揮権並列型の体

制をとることは通常避けるべきとされており７、指

揮権調整という観点からの日米同盟の「実効性」に

ついては不断の検討が必要であろう。これは同盟に

おける「対等性」と「実効性」のバランスが問題と

なる一例である。 

なお、日米同盟路線と、日本の「自主性」、すな

わち「自主外交」や「自主防衛」とを対置させて日

本の外交・防衛政策をとらえようとする見方もある

が、そこでの「自主性」が日米同盟破棄を意味する

ものでない限り、分析枠組みとしてどこまで有効か

疑問が残る８。 

同盟は、「相互性」の承認や「双務性」の調整を

経て、ようやく「対等性」を確保するが、これらは

可変的であるし、ようやく得た「対等性」も「実効

性」とのバランスが考慮されなければならない。日

米同盟をめぐってよくいわれる「相互性」「双務性」

「対称性」「対等性」、さらに「実効性」といった概

念を整理すると、安保改定６０年を経てもなお同盟

管理が容易でないことが改めて浮き彫りになる。 
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